
 

上越市普通財産売払い等情報提供報奨制度実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、普通財産の売払い又は貸付け（以下「売払い等」という。）を促進する

ため、当該普通財産の買受け又は借受けを希望する人及び団体（以下「買受け等希望者」と

いう。）に関する情報（以下「情報」という。）を提供する人及び団体（以下「情報提供者」

という。）に対して市が成約報奨等を支払う制度（以下「本制度」という。）に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 普通財産 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条第３項に規定する普通財

産として市の所有に属する財産で、市長が成約報奨又は審査確認事務手数料の支払いの対

象として認めるものをいう。 

⑵ 成約報奨 市長と買受け等希望者が売買契約又は借地権設定契約を締結したときに市が

情報提供者に支払う報奨をいう。 

⑶ 売却価額 市が買受け等希望者に売却する場合の代金の総額（分割払により売却する場

合において付する利息の額を除く。）をいう。 

⑷ 審査確認事務手数料 情報提供者（情報提供者が宅地建物取引業者の場合に限る。）が

上越不動産業協会（以下「不動産業協会」という。）を通じて情報提供書を市長へ提出す

る際に発生する該当要件の審査確認事務に対し、市が不動産業協会に支払う手数料をいう。 

⑸ 宅地建物取引業者免許 宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号。以下「法」と

いう。）第３条第１項及び同法第６条に規定する免許をいう。 

⑹ 宅地建物取引業者 宅地建物取引業者免許の交付を受け、法第８条第２項に規定する宅

地建物取引業者名簿に登載されている人及び団体をいう。 

（情報提供者となることができない人及び団体） 

第３条 次に掲げる人及び団体は、情報提供者となることができない。 

⑴ 市及びその職員 

⑵ 新潟県及びその職員 

⑶ 買受け等希望者並びにその団体の役員及び社員 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第５

号の指定暴力団等及びその構成員 

⑸ その他市長が不適当と認める人及び団体 

（情報提供の方法） 



 

第４条 情報提供者は、情報を提供しようとするときは、上越市普通財産買受け等希望者情報

提供書（第１号様式。以下「情報提供書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 情報提供者が宅地建物取引業者のときは、当該情報提供者は、不動産業協会を通じて情報

提供書を市長に提出するものとする。 

（情報提供書の審査及び確認） 

第５条 市長は、前条第１項の情報の提供があったときは、次に掲げる事項を審査し、及び確

認するものとする。 

⑴ 情報が真正なものであること。 

⑵ 情報提供者が不正又は不当な行為等により情報を入手していないこと。 

⑶ 情報提供者が買受け等希望者に対して本制度について説明をした上で得た情報であるこ

と。 

２ 不動産業協会は、前条第２項の情報提供者から情報提供書の提出を受けたときは、前項第

１号から第３号までの事項を審査し、及び確認するとともに、その結果を証する旨を市へ報

告するものとする。 

（提供された情報の受理等） 

第６条 市長は、前条の審査及び確認を行い、受理するときは、上越市普通財産買受け等希望

者情報提供受理通知書（第２号様式）により情報提供者へ通知するものとする。 

２ 市長は、前項の情報提供者が宅地建物取引業者であるときは、不動産業協会に上越市普通

財産買受け等希望者情報提供受理通知書の写しを通知するものとする。 

３ 市長は、前条の審査及び確認を行い、次の各号のいずれかに該当するときは、上越市普通

財産買受け等希望者情報提供不受理通知書（第３号様式）により通知するものとする。 

⑴ 市が既に情報を入手し、又は誘致交渉を行っている買受け等希望者に関する情報である

とき。 

⑵ 買受け等希望者が既に貸し付けを受けている普通財産の売払いの情報又は事実上利用し

ている普通財産の売払い等の情報であるとき。 

⑶ 市長が適当でないと認める買受け等希望者に関する情報であるとき。 

（成約報奨及び審査確認事務手数料の額等） 

第７条 成約報奨及び審査確認事務手数料の額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

 ⑴ 成約報奨 

ア 売買契約 売却価額に１００分の３を乗じて得た額（当該額に１，０００円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた額）とし、１００万円を限度とする。 



 

イ 借地権設定契約 賃貸料の年額に１２分の１を乗じて得た額（当該額に１，０００円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とし、３万円を限度とする。 

⑵ 審査確認事務手数料 

ア 売買契約 売却価額に１００分の１を乗じて得た額（当該額に１，０００円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた額）とし、１０万円を限度とする。 

イ 借地権設定契約 賃貸料の年額に１２分の１を乗じて得た額（当該額に１，０００円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とし、１万円を限度とする。 

２ 市長は、情報提供者にあっては成約報奨以外の交通費、通信費その他一切の費用を、また

不動産業協会にあっては審査確認事務手数料以外の交通費、通信費その他一切の費用を支払

わないものとする。 

（成約報奨の支払等） 

第８条 市長は、買受け等希望者が売却価額（分割払により売却する場合にあっては第１回の

支払額）又は初年度分の賃貸料を納入したときは、その旨を情報提供者に通知するものとす

る。 

２ 情報提供者は、前項の通知があったときは、市長が別に定める請求書により成約報奨を請

求することができる。 

３ 市長は、前項の請求があったときは、当該請求のあった日から起算して３０日以内に成約

報奨を情報提供者に支払うものとする。 

（審査確認事務手数料の支払等） 

第９条 市長は、買受け等希望者が売却価額（分割払により売却する場合にあっては第１回の

支払額）又は初年度分の賃貸料を納入したときは、その旨を不動産業協会に通知するものと

する。 

２ 不動産業協会は、前項の通知があったときは、市長が別に定める請求書により審査確認事

務手数料を請求することができる。 

３ 市長は、前項の請求があったときは、当該請求のあった日から起算して３０日以内に審査

確認事務手数料を不動産業協会に支払うものとする。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第１０条 情報提供者は、成約報奨を受領する権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら

ない。 

（受理の無効等） 

第１１条 市長は、第６条第１項の規定により受理した場合で、情報提供者が次の各号のいず

れかに該当するときは、当該受理を無効とし、情報提供者への成約報奨又は不動産業協会へ



 

の審査確認事務手数料の支払を拒み、又は返還を命ずるものとする。 

⑴ 情報提供者が不正又は不当な行為等により情報を入手したことが判明したとき。 

⑵ 買受け等希望者が故意に情報提供者を設け、不正に成約報奨を得ようとし、又は得たと

き。 

⑶ 情報提供者が第３条各号のいずれかに該当することとなったとき。 

（情報提供書の有効期間） 

第１２条 情報提供書の有効期間は、情報提供を受理した日から同日の属する年度の末日まで

とする。ただし、市長が必要と認めるときは、情報提供書の有効期間を１年間延長すること

ができる。 

２ 前項ただし書の規定により情報提供書の有効期間を延長したときは、市長は、上越市普通

財産買受け等希望者情報提供有効期間延長通知書（第４号様式）により通知するものとする。 

（苦情の申立て） 

第１３条 情報提供者は、市長が前条第１項に規定する有効期間内に買受け等希望者と売買契

約又は借地権設定契約を締結しない場合であっても、市長に対して買受け等希望者との交渉

に関し苦情を申し立てることができない。 

（紛争の解決） 

第１４条 本制度の運用に関し、情報提供者と買受け等希望者又は第三者との間で紛争が生じ

たときは、情報提供者の責任において処理するものとする。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２０年５月３０日から実施する。 

   附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２３年８月３１日から実施する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式に相当する様式として使用することができ

る。 

附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、平成２５年１月１日から実施する。 



 

 （経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式に相当する様式として使用することができ

る。 

附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、平成２６年８月１日から実施する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式に相当する様式として使用することができ

る。 

附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式に相当する様式として使用することができ

る。 

 



 

第１号様式（第４条関係） 

上越市普通財産買受け等希望者情報提供書 

 

年  月  日 

（宛先）上越市長 

情報提供者  

 住所（所在地）  

 商号又は団体名  

 氏名（代表者氏名）  

 電話番号  

 ※宅地建物取引業者免許証 

番号 

（免許を有するときは記載） 

新潟県知事 

（  ）第    号         

 

次のとおり普通財産の買受け等希望者があるので、情報を提供します。 

買

受

け

等

希

望

者 

氏 名 又 は 団 体 名   

代 表 者 氏 名  ＊団体の場合 

住 所 又 は 所 在 地   

電 話 番 号  （個人）         （団体）           

主 た る 事 業  ＊団体の場合 

希 望 場 所   

希 望 面 積   

事 業 計 画  

（ 取 得 目 的 ）  
 

（上越市暴力団の排除の推進に関する条例に基づく暴力団の排除のための誓約）  

⑴ 成約報奨を暴力団の活動に使用しません。 

⑵ この情報の提供に起因する普通財産の売買により暴力団に対し利益を供与することはあ

りません。 

⑶ ⑴又は⑵に反する場合は、この情報の提供を不受理とされ、成約報奨の支払を拒まれ、

又は支払を受けた成約報奨を返還することを承諾します。 

□ 上記について誓約します。（□にレ点を記入してください。） 



 

備考１ 次に該当する場合は、本情報提供書の受理を無効とし、情報提供者への成約報奨又は

不動産業協会への審査確認事務手数料の支払を拒み、又は返還を命じます。（要綱第 

１１条関係） 

⑴ 情報提供者が不正又は不当な行為等により情報を入手したことが判明したとき。 

⑵ 買受け等希望者が故意に情報提供者を設け、不正に成約報奨を得ようとし、又は得たと

き。 

⑶ 情報提供者が次のいずれかに該当することとなったとき。 

ア 市及びその職員 

イ 新潟県及びその職員 

ウ 買受け等希望者並びにその団体の役員及び社員 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

５号の指定暴力団等及びその構成員 

オ その他市長が不適当と認める人及び団体 

備考２ 情報提供者が宅地建物取引業者のときは、本情報提供書に宅地建物取引業者免許証の

写しを添付するほか、下記上越不動産業協会の確認印が必要です。 

 

【上越不動産業協会審査確認欄】 

 

  上記買受等希望者から申請書の提出を受け、上越不動産業協会において審査の結

果、上越市普通財産売払い等情報提供報奨制度実施要綱第５条第１項第１号から第

３号までの要件に該当することを確認した。 

 

      年  月  日 

 

               上越不動産業協会 会長          ㊞ 



 

第２号様式（第６条関係） 

上越市普通財産買受け等希望者情報提供受理通知書 

 

第     号 

年  月  日 

             様 

上越市長      □印 

 

年  月  日付けで提供のあった普通財産の買受け等希望者に関する情報につい

て、受理したので通知します。 

氏 名 又 は 団 体 名   

希望場所・面積等   

有 効 期 間  年  月  日まで 

 

 



 

第３号様式（第６条関係） 

上越市普通財産買受け等希望者情報提供不受理通知書 

 

第     号 

年  月  日 

             様 

上越市長      □印 

 

年  月  日付けで提供のあった普通財産の買受け等希望者に関する情報につい

て、不受理としたので通知します。 

 

理由 



 

第４号様式（第１２条関係） 

上越市普通財産買受け等希望者情報提供有効期間延長通知書 

 

第     号 

年  月  日 

             様 

上越市長      □印 

 

年  月  日付け  第    号で通知した上越市普通財産買受け等希望者情

報提供受理通知書に定める有効期間について、次のとおり延長します。 

氏 名 又 は 団 体 名   

希望場所・面積等   

延 長 有 効 期 間  年  月  日まで 

 


